
心をこめて精一杯活動実施中 

児童とのメール・ＳＮＳ等の使用に係る志方東小学校ルール 
 

１ 教職員と児童とのスマートフォン等での通話の使用について 

(1)児童へ連絡を行う場合は、児童宅の固定電話か、保護者のスマートフォン等

に連絡を行う。 

(2)児童からの連絡は、学校の電話に連絡するよう指示する。 

２ 児童との面談や相談等の実施方法について 

(1)児童との面談や相談等は、電話（スマートフォン等を含む）やメール・ＳＮＳ等

を使用して行わない。 

(2)原則として校内又は保護者在宅時の児童宅で実施する。 

(3)実施する場合は、教職員個人で対応せず、組織的に対応し、教職員間で情報を共

有し透明性を高める。特に、突発的な個人面談や相談等については、教職員間の

報告・連絡・相談を密にし、教職員個人で対応しないようにする。 

 (4)１対１で実施する場合は、実施する部屋の窓や扉を開けるなど 

疑義を受けない配慮をする。                         

３ その他 

 ・上記の共通ルールでは対応できないような状況が発生した 

場合は管理職の許可を得て対応する。 

 

（附則） 

 この校内ルールは、令和 3 年 5 月 14 日より実施する。 

加古川市立志方東小学校 

校長 石井かおり 
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保護者の皆さまにおかれましては、日頃より本校の教育活動についてご理解ご協力をいた

だき、改めて感謝申しあげます。 

さて、教職員に対し、教育公務員として綱紀粛正の徹底について、学校全体でこれまでも

積極的に取り組んでまいりましたが、令和 3 年度、加古川市教育委員会から「児童生徒との

メール・ＳＮＳ等の使用に係る校内ルール」を全ての学校で定め、保護者に周知するよう通

知がありました。それに従い、毎年学校便りにおいてお知らせしております。つきまして

は、本ルールに基づいた対応について、今年度もさらに徹底してまいりますので、ご理解の

上ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 最低限の学校情報が一目でわかるように「スクールガイドシート」を作成しました。職

員で何度も確認、修正し完成させました。小学生の子どもを持つ職員からは「うちの学校

にもほしいぐらいです !」という声が上がりました。冷蔵庫などにはってご活用ください。

また学校評価で意見をお聞かせいただき、来年度以降の参考にしたいと思っています。  


